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第２章 環境問題の現状は？ 

 国際的な動向 

環境全般 持続可能な開発目標（SDGｓ） 

２０１５（平成２７）年の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」

が採択され、２０３０（令和１２）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標「持続可能

な開発目標（Sustainable Development Goals ： SDGs）」が掲げられました。 

SDGs（エス・ディー・ジーズ）は、「誰ひとり取り残さない」ことを目指し、すべての国が一丸

となって達成すべき１７の目標と１６９のターゲットで構成されています。 

 
持続可能な開発目標（SDGs）の１７の目標 

出典：国際連合広報センター 

 

自然環境 自然再興（ネイチャーポジティブ） 

２０２２（令和４）年１２月に開催された生物多様性条約第１５回締約国会議（COP１５）にお

いて、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。その中で、２０３０（令和１２）

年までに生物多様性4の損失を止めて回復させる「自然再興（ネイチャーポジティブ）」の考え

方が掲げられるとともに、２０３０（令和１２）年までの行動目標として、30by30（サーティ・バ

イ・サーティ）目標5を含む２３個のグローバルターゲットが設定されました。 

 

２０３０（令和１２）年までのネイチャーポジティブへの軌跡 

  

 
4 生きものがもつ様々な個性やつながりのこと。 
5 ２０３０（令和１２）年までに陸と海の３０％以上を自然環境エリアとして保全するという目標。 

出典：IUCN 日本委員会Ｗｅｂサイト 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 
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脱炭素社会 温室効果ガス排出量実質ゼロ（カーボンニュートラル） 

産業革命6以降、私たち人間は化石燃料を大量に使用するようになり

ました。化石燃料の燃焼や森林破壊により、二酸化炭素や一酸化二窒素

などの温室効果ガスが大量に排出され、観測史上最も早いペースで地球

温暖化が進行しています。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が２０２３（令和５）年３月に公

表した第６次評価統合報告書では、人間活動が温室効果ガスの排出など

を通して地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地がないとされて

います。 

２０１５（平成２７）年、国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP２１）において採択

された「パリ協定」では、 

✓ 世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて２℃より十分低く保ち、１．５℃に抑える努

力をする 

✓ ２１世紀後半には、温室効果ガスの人為的な排出量と森林などによる吸収量のバラン

スをとる（カーボンニュートラル） 

といった世界共通の目標が掲げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環型社会 循環経済（サーキュラーエコノミー） 

産業革命以降、大量生産・大量消費型の社会

が広がり、気候変動や生態系の破壊、不法投棄

といった様々な環境問題を引き起こしていま

す。製造から廃棄まで一方通行型の線形経済

（リニアエコノミー）7から、限りある資源を持続

可能な形で利用する循環経済（サーキュラーエ

コノミー）8への移行が重要とされています。 

 

 

  

 
6 １８～１９世紀にイギリスを中心に始まった、技術革新による産業の発展及びこれに伴う社会・経済の

大改革のこと。 
7 製品を製造し、利用後に廃棄する大量生産・大量廃棄型の経済活動のこと。 
8 資源投入量や消費量を抑制し、限りある資源を持続可能な形で利用する経済活動のこと。 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 

循環経済のイメージ図 
出典：環境省の図を元に作成 

カーボンニュートラル 
出典：環境省 

線形経済 

（リニアエコノミー）  

循環経済 

（サーキュラーエコノミー） 
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 国の動向 

環境全般 高い生活の質（ウェルビーイング） 

２０２４（令和６）年５月に閣議決定された「第六次環境基本計画」では、

気候変動、生物多様性の損失及び汚染（海洋プラスチックごみによる汚

染など）という３つの世界的危機に直面していることが指摘され、「環境

保全」を通じた「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェ

ルビーイング9、経済厚生の向上」、「人類の福祉への貢献」を目的として、

「地域循環共生圏10」の構築といった政策を展開することとしています。 

 

自然環境 自然共生サイト 

２０２３（令和５）年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略２０２３

-２０３０」は、３０ｂｙ３０目標等の達成による２０３０（令和１２）年の自然

再興（ネイチャーポジティブ）実現を目指すものです。 

３０by３０目標の達成に向けて、国では２０２３（令和５）年に自然共生

サイトの認定を開始しており、２０２５（令和７）年時点で３２８カ所が自然

共生サイトに認定されています。 

また、２０２４（令和６）年３月には「地域における生物の多様性の増進

のための活動の促進等に関する法律案」が閣議決定され、ネイチャーポジティブの実現に向け

て、以下の認定制度の創設等の措置が講じられています。 

✓ 企業等が作成する、地域の生物多様性の維持・回復・創出に資する計画の認定制度 

✓ 市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動の認定制度 

 

 
３０ｂｙ３０ロードマップ 

※２０２４（令和６）年８月現在の保護地域等の割合は、陸域２０．８％、海域１３．３％ 

出典：環境省 

  

 
9 「身体的な健康」、「精神的な健康」、「社会的充足感」の３つの要素が満たされている状態のこと。 
10 地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業（ローカル SDGs 事業）を生み出しつづけ

ることで地域課題を解決していき、自立した地域の形成と、地域の個性を生かして地域同士が支え合う

ネットワークの形成による「自立・分散型社会」を示す考え方。 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 
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脱炭素社会 ２０５０年カーボンニュートラル宣言 

２０２０（令和２）年１０月、国はパリ協定の目標等を踏まえ、２０５０年カーボンニュートラル

を目指すことを宣言しました。これを受け、２０２１（令和３）年６月に策定された「地域脱炭素ロ

ードマップ」は、地域が主役となり、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭

素の実現を目指すものです。これを踏まえ、意欲と実現可能性が高い地域からその他の地域

に脱炭素への取組が広がっていく「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとして「脱炭素先行地域」の

選定が進められています。 

また、２０２５（令和７）年２月１８日に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、カーボン

ニュートラル実現に向けた目標として、温室効果ガス排出量を２０１３（平成２５）年度比で２０

３５（令和１７）年度に６０％、２０４０（令和２２）年度に７３％削減とする新たな目標を設定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策計画の温室効果ガス削減目標 

出典：環境省資料「地球温暖化対策計画の概要」 

 

 

循環型社会 循環経済への移行 

２０２４（令和６）年８月に閣議決定された「第五次循環型社会形成推進基本計画」は、気候

変動や生物多様性保全といった環境面に加え、産業競争力強化・経済安全保障・地方創生・質

の高い暮らしの実現にも貢献するものとして、循環経済への移行を前面に押し出しています。 

循環型社会の形成に向けて、国や地方公共団体、国民、NPO・NGO、事業者等多様な主体

が連携・協働して取り組む必要があるとしています。 
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 茨城県の動向 

自然環境 湖沼の水質保全 

本市が流域に含まれる霞ケ浦や涸沼は、生活排水や工場・事業場

排水の流入といった人の活動の影響を受けて、水質汚濁などの問題

を抱えています。 

茨城県は、２０２１（令和３）年３月に「涸沼水質保全の対応方針 —

豊かな恵み、いこいの水辺 涸沼—」、２０２２（令和４）年３月に「霞ケ

浦に係る湖沼水質保全計画」を策定し、湖沼の水質改善に向けた取

組を推進しています。 

 

脱炭素社会 いばらきエコスタイル 

茨城県では、環境に配慮したライフスタイルの定着による脱炭素社会

の実現を目指し、県民運動「いばらきエコスタイル」の普及啓発を推進し

ています。 

ライフスタイルを見直し、家庭や職場、移動時の省エネに取り組むこと

で、地球温暖化対策につながるだけでなく、家計にもやさしい取組とな

っています。 

 

 

身近に取り組める省エネ行動 

出典：茨城県 

  

詳しくはこちら 

(茨城県Ｗｅｂサイト) 

涸沼の水質保全について 

(茨城県Ｗｅｂサイト) 
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移動のエコスタイル 

出典：茨城県 

 

循環型社会 いばらきフードロス削減プロジェクト 

２０２１（令和３）年７月に「いばらきフードロス削減プロジェクト」を立ち上げ、賞味期限間近

の食品や規格外農産物の活用促進等に取り組んでいます。 

２０２５（令和７）年７月からは、県内食品５業態の事業者・団体がフードロス削減の取組の実

施を宣言する「いばらきフードロス削減取組宣言」の募集を始めており、宣言した事業者・団体

を「いばらきフードロス削減パートナー」として、その取組を紹介しています。 

 

いばらきフードロス削減プロジェクト 

出典：茨城県 

  

詳しくはこちら 

(茨城県Ｗｅｂサイト) 


